いわき市移動系防災IP無線機器整備運用業務委託　仕様書

第一章　一般共通事項

１　適用
本仕様書は、いわき市が発注する「いわき市移動系防災IP無線機器整備運用業務委託」に適用する。

２　業務名
いわき市移動系防災IP無線機器整備運用業務委託

３　目的
本業務は、本市が災害時の情報連絡手段として、デジタル移動系防災行政用無線システムを運用しているが、電波不感地帯、障害発生の頻発化、障害発生時の復旧速度及び維持管理費の増加等、様々な課題を有している。これらを解決するため、低コストで多機能なスマートフォン型IP 無線の整備・運用体制を構築し、従来の音声通信に加え、画像や位置情報の共有等を可能とすることで、大規模災害発生時等における本市の災害対応能力を向上させることを目的としている。
また、災害時のみならず、平時の通常業務からフェーズフリーで運用を可能とするもの。

４　業務概要
契約期間内において、市役所等へIP 無線を整備し、サービス提供を行うもの。詳細については、
「第2 章 仕様」へ記載のとおりとする。
　⑴　計画・準備
　　　受託者は、業務の目的・主旨を把握したうえで、本仕様書に示す業務内容を確認し、業務計画書、作業工程を作成して契約後７日以内に提出する。
⑵　整備業務
令和８年５月31日までに「第2 章 仕様」に基づくスマートフォン型IP無線機器及び管理システムを納入する。
⑵　サービス提供業務
令和８年６月１日から令和13年５月31日

５　業務範囲
　⑴　整備業務
IP 無線の整備に係る、IP 無線端末等(付属品含む)の初期設定、配備、試験、管理システムの提供等の一切を業務範囲とする。
　⑵　サービス提供業務
通信サービス、IP無線アプリの提供、バッテリーの定期交換、故障対応等の一切を業務範囲とする。

６　委託料の支払い
本業務に係る委託料は、年度（４～３月）毎の支払いとする分割払いとする。最小の分割単位は「整備業務」は一括払い、「サービス提供業務」は毎月払いを最小の分割単位とすることができ、詳細は協議の上、決定する。

７　数量及び納入場所
⑴　数量
①　IP無線機関係
	№
	納入品
	数量
	単位
	備考

	１
	IP無線端末
	194
	台
	全ての端末に、取扱説明書及び簡易取扱説明書（※）を添付すること。

	２
	充電スタンド
	194
	式
	ACアダプタ、充電ケーブル付属

	３
	ストラップ
	194
	個
	必要に応じケース付属


②　管理システム
	№
	納入品
	数量
	単位
	備考

	１
	管理システム用ID
	15
	ｱｶｳﾝﾄ
	メインアカウント：１
サブアカウント：14以上

	２
	操作マニュアル（取扱説明書）
	15
	冊
	厚紙ファイル等で製本すること。
電子ファイル（PDF等）も提出すること。


　⑵　納入場所
　　　　危機管理部災害対策課
　　　　※発注者が別途指定する区分ごとに⑴①のIP無線端末等を仕分けすること。

８　IP無線機器の納入
IP無線機器（端末及び付属品）の納入方法は、購入（一括払い・分割払い）及びリース（譲渡条件付リースを含む）など形態は問わない。
納入手法をプロポーザル企画提案時に提案すること。

９　検収及び引き渡し
発注者の行う完了検査をもって納入引き渡しとする。

10　保証
成果品は、委託期間内において不具合が生じた場合、受注者において速やかに無償修理、又は代替品へ交換すること。
IP 無線端末については、契約期間中に故障や障害等が発生した場合、本仕様書に記載のとおり対応するものとする。
ただし、発注者の責めに帰すべき事由により発生したものは、この限りではない。

11　提出書類等
受注者は、契約締結後ただちに本仕様書に基づき発注者と詳細な打ち合わせを行い、「別表1提出資料一覧」に記載の書類等を、指定する期日までに提出すること。なお、作成に期間を要する「納入仕様書」及び「IP 無線端末簡易取扱説明書」については、暫定版として契約後20日以内に提出することとし、契約後40日以内に完成版を提出すること。

12　その他業務遂行上の注意点
⑴　守秘義務
　　　受託者は、本業務に関連して直接又は間接に知り得た一切の内容を、受託作業期間のみならず、その終了後も第三者に漏洩してはならない。
ただし、業務受注実績に関する情報は除く。
　⑵　データの目的外使用及び第三者への提供の禁止
　　　受託者は、本業務に係る個人情報を本業務以外の用途に使用してはならない。
　　　また、本業務に係る情報を第三者に提供及び譲渡してはならない。
　⑶　品質の確保
　　　成果品の品質については、本仕様書の内容を満たすとともに、業務遂行上問題ない品質を確保すること。
なお、品質が十分に確保されない場合は、改善要求の指示を行うことがある。
　⑷　事故発生時における報告義務
　　　受託者は、事故が生じた時は直ちに本市に対して通知するとともに、遅滞なくその状況を書面により本市へ報告し、本市の指示に従い事故の解決に努めなければならない。
　⑸　その他
　　　本仕様書に定めていない事項については、本市と受託者で協議の上、対応を決定する。


第二章　仕様

1 配備業務
IP無線による通信体制を構築するため、初期設定済みのIP無線端末及び付属品の配備、通信試 験、管理システムの提供等を実施し、運用を可能とすること。
⑴　成果品
納入する成果品は、「第1章 ７　数量及び納入場所」のとおりとし、後述する仕様を満たすこと。
[bookmark: _Hlk220961175]⑵　初期設定（キッティング作業）
[bookmark: _Hlk220961295]①　IP無線端末は、初期起動時設定（パスコード設定を含む）、SIM設定（物理SIM挿入を含む）、APNプロファイル設定、アドレス帳の登録、MDMの構築を行うこと。
②　IP無線端末及び管理システムは、「別表３　№８ 全IP無線端末設定内容等一覧表」 に基づき、名称、番号、グループ等が設定され、運用可能な状態に設定すること。
③　IP無線端末は、設定された無線番号が、確認できるようにするため、本体にラベルシールやアクリル銘板等により、表示すること。また、付属品、取扱説明書、簡易取扱説明 書は、同梱されていること。
④　サービス提供に際し、必要となる環境(携帯電話回線、IP無線通信)を構築すること。 また、動作及び設定状況確認のための通信試験を実施すること。
⑶　配備業務費用
以下は配備業務費用として支払うものとし、支払いに関しては「第１章 ６ 委託料の支払い」のとおりとする。
①　付属品購入費用
IP無線端末を除く、成果品購入費用の一切とする。
②　初期設定費用
初期設定にかかる費用の一切とする。
③　IP無線端末配備費用
IP無線端末等(付属品含む)の送付にかかる費用の一切とする。
④　その他
上記①～③の他に、配備業務に必要となる費用の一切とする。

２ サービス提供業務
構築したIP無線による通信体制を、継続的に利用可能とするための環境を提供するもの。常時 利用可能なIP無線通信サービスの提供、定期的なバッテリー交換、IP無線端末の故障対応等を実 施すること。
⑴　IP無線通信サービス
「第1章3	目的」を達成するため、「別表２ IP無線通信の仕様」に記載の機能仕様を満たすこと。
⑵　保守故障対応
①　操作説明・研修
契約期間中、発注者の要請に応じ、実機を用いた操作説明会を実施するほか、発注者が実施する操作研修（訓練）等において操作説明等のサポートを以下のとおり行うこと。
	操作説明会
	３回以上。令和8年度のみ

	操作研修（訓練）サポート
	年１回以上。令和９～11年度
※必要に応じて、２回以上実施することがある。


② 故障対応方法
ア 機器故障や不具合等により、IP 無線端末が使用できなくなった場合は、代替品と交換すること
イ　故障連絡受付時において、IP 無線端末側の軽易な操作(電源再起動等)で復旧可能と考えられる場合は、作業手順を説明し、可能な限り迅速な復旧に努めること。
ウ 代替IP無線端末は、故障の連絡を受けてから、1週間以内に発注者へ届けること。
エ 故障対応等問い合わせ窓口を設けること。
オ 原則、故障対応は、代替品の到着をもって完了とし、修理完了品の戻し入れは実施しない。
③　代替IP無線端末への交換手順
発注者から故障等の連絡を受けたのち、受注者は代替IP無線端末を発注者へ送付し、発注者は代替IP無線端末受領後使用不可品を返送する。なお、受注者は、返送用封筒(箱でも 可)及び返送用伝票等同梱し、代替IP無線端末を送付すること。
④　バッテリー交換
バッテリー容量が寿命により劣化した場合、または異常により使用不能となった場合、上記②の手順と同様に、交換すること。なお、バッテリー交換が、発注者により容易にできる 場合は、IP無線端末の送付は要しない。
寿命に伴うバッテリー容量劣化の判断基準は、満充電後の使用可能時間が８時間未満とな った場合とする。
⑶　サービス提供業務費用
以下はサービス提供業務費用として支払うものとし、支払いに関しては「第１章 ６ 委託料の支払い」のとおりとする。なお、履行期間内における費用の総額を按分し、定額で毎月支 払う想定としている。
①　IP無線通信サービス利用料
本仕様書に記載の、IP 無線通信サービスの利用にかかる費用の一切とする。なお、データ通信利用量についての従量課金は認めない。
②　IP無線端末の調達費用
IP無線端末の調達費用は、サービス提供期間終了後の返送にかかる費用も含む一切と する。
③　保守故障対応費用
本仕様書に記載の、保守故障対応にかかる費用の一切とする。なお、IP 無線端末及びバッテリー交換の対応回数にかかわらず費用は定額とする。
④　その他
上記①～③の他に、サービス提供業務に必要となる費用の一切とする。

３ IP無線端末
本委託において、配備するIP無線端末の機器仕様については、「別表１　IP無線端末の仕様」に記載のとおりとする。



別　表

別表１　IP無線機端末の仕様
	№
	項目
	仕様

	１
	本体サイズ
	高さ170㎜・幅80㎜・暑さ20㎜がそれぞれ以内

	２
	重量
	バッテリーを含め265ｇ以内

	３
	ディスプレイサイズ
	4.0インチ以上

	４
	バッテリー容量
	4,000mAh以上（通常使用で12時間以上の連続稼働が可能であること）

	５
	外部給電
	汎用のモバイルバッテリーを、汎用USBケーブル等で本体に接続し、給電できること

	６
	メモリ（ROM）
	64GB以上

	７
	メモリ（RAM）
	４GB以上

	８
	OS
	Android又はｉｏｓ

	９
	対応通信規格
	4Ｇ/ＬＴＥ　※「5Ｇ」対応ならなお可
Wi-Fi（IEEE 802.11 ac/a/b/g/n以上）、Bluetooth

	10
	SIM
	災害時の通信障害に備え、デュアルSIM対応又はバックアップ回線を有していること

	11
	カメラ
	イン・アウトそれぞれ500万画素以上

	12
	防塵防水性能
	[bookmark: _Hlk220960450]ＩＰ68以上

	13
	耐衝撃性能
	MIL-STD-810H準拠

	14
	操作性
	物理的なＩＰ無線通信用のボタンを有していること
※ＰＴＴボタン等を押すことで即座にＩＰ無線通信ができること

	15
	位置情報
	外部機器を接続することなく、位置情報を取得し、自動的に管理システムへ送信できること

	16
	外部接続
	イヤホンジャック3.5㎜を備えていること

	17
	ストラップの取付
	落下防止のため、首又は手首に提げられるストラップを取り付けること。
本体に装着できない場合は、ケース等に入れることで装着できるようにすることを可とするが、ケースを付けたままで充電に支障がないこと。

	18
	画面保護
	通常の操作において、容易に傷がつかないこと。
容易に傷がつくことが予想される場合には、保護シートを貼り付けることとし、この場合タッチパネル操作に支障がないこと。

	19
	その他
	緊急速報メール（エリアメール）に対応していること



別表２　IP無線通信の仕様
	№
	項目
	仕様

	１
	管理システム
	運用する全てのIP無線端末の管理が可能なもの。
[bookmark: _Hlk220960310]①　動態管理がASPシステムで、インターネット環境から、一般的なブラウザを用いて、同時に15台以上のPC等よりアクセスできること。
②　ID・パスワードによるログイン管理等によりセキュリティを担保できること。
③　任意のタイミングで各IP無線端末の設定データ(名称、番号、所属グループ及び統制権限等)を発注者が変更できること。
④　設定データの変更が行われたIP無線端末へ、携帯電話網のデータ通信回線から変更内容が遠隔で反映できること。
⑤　IP無線端末を追加整備した場合、発注者により設定データの作成及び反映ができること。
⑥　運用中の全IP無線端末の位置情報を地図上に表示できること。
⑦　直近一週間以上の各IP無線端末の移動履歴等について、地図上に表示できること。
⑧　位置情報付きの画像情報を地図上に表示できること。

	２
	MDMの構築
	IP無線端末の紛失時の遠隔ロック及び初期化、デバイス機能の制限、デバイスの利用状況管理及びアプリ・設定などの遠隔一括配信ができるモバイルデバイス管理を全IP無線端末に確保すること。

	３
	セキュリティ
	

	３
	通信回線
	携帯電話通信網（NTTドコモ、au、Softbankのいづれか）のデータ通信回線を利用すること

	４
	通信速度
	音声、メッセージ及びファイルサイズ1MB程度の画像の送受信がスムーズに行えることとし、上り最大30Mbps、下り最大50Mbps以上の通信速度を有すること。

	５
	通信速度制限
	194回線を１グループとし、毎月388GBまでのデータ通信容量をシェアできること。なお、通信容量を超過した場合でも、写真・動画共有以外の機能は、支障無く利用できること。

	６
	一斉通信
	全てのIP無線端末で一斉に通話できること。

	７
	個別通信
	任意のIP無線端末同士で、1対1の通話ができること。

	８
	グループ通信
	任意のIP無線端末から、グループ設定した複数のIP無線端末へ通信できること。
グループ数は、99個以上作成できること。
各IP無線端末において、所属グループは、7つ以上割り当てられること。

	９
	強制通信
	他のIP無線端末の通信への割り込みや、強制切断等が、上位権限を持つ一部のIP無線端末から実行できること。

	10
	メール・メッセージ
	任意のIP無線端末同士で、テキスト情報の送受信ができること。

	11
	録音
	各IP無線端末において、通話内容が録音、再生できること。

	12
	写真共有
	IP無線端末装置において、位置情報付きの写真を撮影し、共有できること。
他のIP無線端末から送信された画像を表示できること。

	13
	通信エリア
	携帯電話網の通信エリアにおいて、日本全国で利用できること。

	14
	サービス継続性
	IP無線サービス提供設備は、大規模災害等を考慮し冗長化されているものとし、一部において設備故障が発生した場合でも、継続的に利用できること。

	15
	動作保証
	IP無線端末及び管理システムは、OSやソフト更新等の影響を受けずに運用できること。

	汎用性の確保
　平時から災害時のフェーズフリー利用を達成するため、以下のサービスを提供又は対応すること

	16
	汎用性①
（アプリの利用）
	GooglePlay又はAppStoreに対応し、一般的なスマホアプリが利用可能なこと
※特にLoGoチャット、LINE、福島県防災アプリ、Yahoo!防災速報への対応は必須

	17
	汎用性②
（音声通話の利用）
	①　携帯電話・固定電話への音声通話に対応すること。
②　音声通話は、１台あたり120分/月以上の無料通話を含み、194台全ての無線機で無料通話シェアが可能であること。
　　 ※同等数分の通話料を含む場合も可
③　通話無制限の場合は、100台分に確保することで94台分は音声通話への対応を不要とする。

	独自性の提案等
　本仕様に定めるほか、平時の利用や災害時の利用に関するついて、企業独自の提案があれば行うこと。
　※実施要領に定める審査項目及び審査基準を参考とすること。



別表３　提出資料一覧
	№
	項目
	仕様
	

	１
	業務計画書、作業工程
	配備業務に関する業務計画及び納入までの作業工程を明記すること。
	1部
契約後７日以内

	２
	納入仕様書(暫定版)
	納入する製品及びサービスが、本仕様書の記載内容を充足する根拠を明記すること。
また、疑義や同等以上と考えられる内容があればまとめて提示することとし、記載内容について発注者との協議を円滑に進めるために用いること。
	1部
契約後２０日以内

	３
	IP無線端末簡易取扱説明書(暫定版)
	納入するIP無線端末について、運用時に必要となる基本的な取扱方法を記載することとし、記載内容について、発注者との協議を円滑に進めるために用いること。
	

	４
	納入仕様書
	納入する製品及びサービスが、本仕様書の記載内容を充足する根拠を明記すること。
	1部
契約後４０日以内

	５
	IP無線端末取扱説明書
	IP無線端末について、運用時に必要となる詳細な取扱方法を記載すること。
	

	６
	管理システム取扱説明書
	サービスとして提供される管理システムについて、運用時に必要となる詳細な取扱方法を記載すること。
	

	７
	IP無線端末簡易取扱説明書
	納入するIP無線端末について、運用時に必要となる基本的な取扱方法を記載すること。
	

	８
	全IP無線端末設定内容等一覧表
	納品時に設定する各IP無線端末についての、名称、番号、所属グループ等の設定を、エクセルで一覧形式で確認できる表とすること。なお、この表の電子データは、ファイルを読み込ませる等の簡単な手順により、管理システムに反映できる形式とすること。
	

	９
	費用内訳書
	本業務委託の成果品及び提供サービスの月額利用料金について、1台当たりの単価を示すこと。
	

	10
	提出書類の電子データ
	紙での書類提出と併せて、電子メール添付等により、電子データでも提出すること。なお、ファイル形式は、編集可能な形式(エクセル、 ワード、パワーポイント)であること。
	1式
各書類提出と同時

	11
	その他発注者が必要とする資料
	協議を進める中で、新たに資料の提出が必要となった場合、発注者の指示により、追加で作成し適宜提出すること。
	必要数 適宜
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